
明石市実施要綱

令和６年度 夏の交通事故防止運動

やさしさと
笑顔で走る
兵庫の道

『みんなでつくる 通学路の交通安全』

『思いやる 気持ちで守る 高齢者』

推進
テーマ

2024年７月１５日(月)～７月2４日(水)
運動期間

●こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保

●安全運転意識の向上と飲酒運転等の悪質・
危険な運転の根絶

●自転車のヘルメット着用と交通ルールの遵守
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夏の交通事故防止運動に関する行事等予定一覧

行 事 等 日 時 場 所 関係団体 内 容

コベルコ教習所
交通安全フェス
ティバル

7/1(月）
13:30～

コベルコ
教習所

(大久保町)

警察・市
整備振

トラック協
安協・自家用
コベルコ教習所

夏の交通事故防止運動に先駆
けて、地域のこどもや高齢者
等を対象に交通安全イベント
を開催し、交通事故防止を呼
びかける。

街頭啓発
7/12(金）
13:30～

明石駅前
ロータリー

安協・警察
市

通行人へ啓発資料を配布し、
交通事故防止運動を周知する。

交通安全教室
7/16(火）
10:40～

明石高等学校 市・警察
高校生を対象に交通安全教室
を行い、交通事故防止を呼び
かける。

ミニ
交通安全教室

7/16(火)
12:50～

播陽幼稚園 市・警察
園児の保護者を対象に交通安
全教室を行い、交通事故防止
を呼びかける。

交通安全教室

7/22(月）
9:30～

朝霧
児童クラブ

市・警察
小学生を対象に交通安全教室
を行い、交通事故防止を呼び
かける。7/23(火）

10:00～
大久保

児童クラブ

交通安全教室
7/24(水）
13:30～

波の家保育
家庭センター

市・警察
小・中・高生を対象に交通安
全教室を行い、交通事故防止
を呼びかける。

※天候等により、中止や変更となる可能性もあります。
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① 車道が原則、左側を通行、
歩道は例外、歩行者を優先



行 事 等 場 所 関係団体 内 容

広報あかしによる
広報(7/15号)

－ 市
交通事故防止運動の趣旨等を広報あかしに
掲載し、市民に交通事故防止を呼びかける。

交通安全ポスター・
作文の募集

－ 安協
警察・教育

市内の小・中学生を対象に、交通安全ポス
ターおよび作文を募集し、交通安全意識の
高揚を図る。

横断幕・懸垂幕等の
掲出

市内一円
安協
自家用
警察

「交通事故防止運動実施中」などの文字を
記載した横断幕・懸垂幕等を掲出し、市民
へPRする。

庁内放送 市役所庁内 市
庁内放送により、来庁者及び市職員に対し
交通事故防止を呼びかける。

マイカー運転者に
対する広報

市内一円 自家用
マイカー運転者に本要綱等を配布し、交通
事故防止を呼びかける。

安全運転管理者選任
事業所に対する広報

市内一円 安管
安全運転管理者部会選任事業所に対して本
要綱等を配布し、安全運転に対する意識の
高揚を図る。

インターネットに
よる広報

－ 市
ホームページに本要綱を掲載し、市民への
PRを実施する。

高齢者訪問活動
｢ホッと・あんしん｣訪問

市内全域
地推
警察

高年クラブ等未加入の高齢者宅を訪問指導
し、交通安全意識の高揚を図る。

店内放送と懸垂幕の
掲出

市内
主要店舗

市内
主要店舗

市内の主要店舗に対して店内放送と懸垂幕
の掲出を依頼する。

立看板等の掲出
市内

主要事業所
学校等

市内
主要事業所
学校等

市内の主要事業所・学校等に対して、交通
事故防止を呼びかける立看板・懸垂幕等の
掲出を依頼する。

夏の交通事故防止運動に関する周知･啓発予定一覧

＜略称一覧＞
・警察＝明石警察署
・安協＝明石交通安全協会
・自家用＝明石自家用自動車協会
・整備振＝兵庫県自動車整備振興会明石支部
・トラック協＝兵庫県トラック協会明石支部
・安管＝明石安全運転管理者部会
・高年クラブ＝明石市高年クラブ連合会
・地推=明石地域交通安全活動推進委員協議会
・市＝明石市
・教育=明石市教育委員会
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自転車運転の基本“安全利用五則”を守り、こんなNG運転は
絶対にやめましょう!!

あんくま
ちゃん

2026年までに

自転車の交通違反にも

16歳以上を対象に

青切符※が導入されるそうです！

※青切符=交通反則通告制度のことで、一般に反則金制度と
呼ばれている。違反行為のうち、比較的軽微な違反行為を
反則行為とし、罰則の適用(刑事処分)にかえて反則金の
納付という方法で処理するもの。

主 唱 : 明 石 市 交 通 安 全 推 進 協 議 会
事務局 : 明石市都市局道路安全室交通安全課

～ゆっくり走ろう 子午線の街 明石～

こんなNG運転は絶対にやめましょう!!

自転車運転の基本“安全利用五則”を守り、
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